
食品の放射性物質の検査体制 

福島県では、安全・安心のために、 

さまざまな放射性物質の検査を実施しています。 
 

【農林水産物の検査】 
〇福島県産の米の全袋検査 

 

 
 
 
 
 
 〇福島県産の野菜やくだもの等の検査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【加工食品の検査】 
 
 
 
 
 
 
 
 

【学校給食の検査】 
 実際に食べる学校給食、丸ごと１食分を毎日検査し

ています。 
万が一、基準値を超えたものが見つかった場合は、

直ちにメニューが変更になります。 
 

【家庭で育てた野菜等の自主検査】 
 
 
 
 
 
 
○食品中の放射性セシウム基準値 

食品区分 飲料水 牛乳 乳児用食品 一般食品 

基準値（Ｂｑ／㎏） 10 50 50 100 

（平成24 年４月１日施行） 

農家で収穫された 

全ての玄米 

スクリーニング検査 

基準値以下 
出荷・流通 

ベルトコンベア式検査器 

販売されるもの 

すべての食品群 

スクリーニング検査 

食品基準値 

100Bq/ｋｇ以下 

ゲルマニウム 

半導体検出器 

Nal シンチレーション 

スペクトロメータ 

スクリーニング基準値 

50Bq/ｋｇ以下 

出荷・流通 

細かく 

切り刻む 

ゲルマニウム 

半導体検出器 お惣菜・漬物・お菓子 

乾燥野菜・乾燥山菜 等 

基準値以下 
出荷・流通 

細かく切り刻む 

（破壊型検査） 

食品そのまま 

（非破壊型検査） 

支 所 

【モニタリング検査情報】 

  米    農林水産物・加工食品 
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